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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
我
が
国
の
資
金
循
環
の
現
状
を
踏
ま
え
た
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」
の
遂
行

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

日
本
銀
行
の
「
資
金
循
環
統
計
」
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
三
年
三
月
末
時
点
の
家
計
の
金
融
資
産
残
高
は
、
約
千
四
百
七

十
六
兆
円
で
あ
る
。
財
務
省
の
「
財
政
関
係
基
礎
デ
ー
タ
」
に
よ
る
と
、
同
月
末
時
点
の
国
及
び
地
方
の
長
期
債
務
残
高

（
実
績
見
込
み
）
は
、
約
八
百
六
十
二
兆
円
で
あ
る
。
日
本
銀
行
の
「
預
金
・
貸
出
関
連
統
計
」
に
よ
る
と
、
同
年
六
月
末

時
点
の
国
内
銀
行
の
法
人
向
け
貸
出
金
残
高
は
、
約
二
百
六
十
五
兆
円
で
あ
る
。
日
本
銀
行
の
「
民
間
金
融
機
関
の
資
産
・

負
債
統
計
」
に
よ
る
と
、
同
月
末
時
点
の
国
内
銀
行
の
保
有
公
債
（
国
債
及
び
地
方
債
）
の
残
高
は
、
約
百
六
十
七
兆
円
で

あ
る
。

二
に
つ
い
て

日
本
銀
行
の
「
民
間
金
融
機
関
の
資
産
・
負
債
統
計
」
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
三
年
六
月
末
時
点
の
国
内
銀
行
の
預
貸
率

（
預
金
残
高
に
対
す
る
貸
出
金
残
高
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
都
市
銀
行
は
六
十
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
年

同
月
末
比
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
低
下
）
、
地
方
銀
行
は
七
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
年
同
月
末
比
一
・
一
パ
ー

一



セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
低
下
）
、
そ
の
他
は
七
十
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
年
同
月
末
比
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
低
下
）

で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
預
貸
率
が
低
下
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
考
慮
し
つ
つ
、
「
新
成
長
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
六

月
十
八
日
閣
議
決
定
）
、
「
日
本
再
生
の
た
め
の
戦
略
に
向
け
て
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
閣
議
決
定
）
等
に
掲
げ
る

施
策
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
経
済
及
び
企
業
の
成
長
を
促
す
と
と
も
に
、
資
金
循
環
面
か
ら
成
長
が
制
約

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

日
本
銀
行
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
の
政
策
委
員
会
・
金
融
政
策
決
定
会
合
に
お
い
て
、
成
長
基
盤
強
化
に
向
け

た
民
間
金
融
機
関
の
自
主
的
な
取
組
を
金
融
面
か
ら
支
援
す
る
た
め
「
成
長
基
盤
強
化
を
支
援
す
る
た
め
の
資
金
供
給
の
枠

組
み
」
を
導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
金
融
機
関
等
に
対
す
る
貸
付
け
を
実
施
し
て
き
て
い
る
も
の
と
承
知

し
て
お
り
、
平
成
二
十
三
年
六
月
八
日
現
在
、
当
該
措
置
に
よ
る
貸
付
残
高
が
約
二
兆
九
千
四
百
二
十
四
億
円
と
な
っ
て
い

る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二



五
に
つ
い
て

資
産
再
分
配
機
能
を
有
す
る
税
と
し
て
相
続
税
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
地
価
の
下

落
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
基
礎
控
除
の
水
準
が
据
え
置
か
れ
て
き
た
た
め
死
亡
者
数
に
対
す
る
相
続
税
の
課
税
件
数
の
割
合

は
四
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
最
高
税
率
の
引
下
げ
を
含
む
税
率
構
造
の
緩
和
も
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、

そ
の
資
産
再
分
配
機
能
は
低
下
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
基
礎
控
除
の
引
下
げ
等
に
よ
る

課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
や
最
高
税
率
の
引
上
げ
等
の
税
率
構
造
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
相
続
税
の
資
産
再
分
配
機
能

を
回
復
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

近
年
、
高
齢
者
の
保
有
す
る
資
産
の
割
合
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
限
界
消
費
性
向
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
層
よ
り
も
現
役

世
代
の
方
が
基
本
的
に
は
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
贈
与
税
の
軽
減
を
通
じ
て
高
齢
者
層
の
保
有
す
る

資
産
を
よ
り
早
期
に
現
役
世
代
に
移
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
役
世
代
の
消
費
が
拡
大
し
、
経
済
社
会
の
活
性
化
が
図
ら
れ

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

三



「
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
は
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
お

い
て
、
「
格
差
の
拡
大
と
そ
の
固
定
化
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
社
会
保
障
制
度
と
併

せ
て
、
税
制
に
お
け
る
再
分
配
機
能
の
回
復
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
。
資
産
課
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
三
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
相
続
税
の
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
や
税
率
構
造
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
国

会
に
提
出
し
て
い
る
経
済
社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
こ
れ
ら
の
措
置
を
盛
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
金
融
証
券
税
制
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
や
金
融
商

品
間
の
中
立
性
の
観
点
か
ら
は
、
上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
所
得
等
に
係
る
税
率
を
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
本
則
税
率
と
す

べ
き
で
あ
る
が
、
景
気
回
復
に
万
全
を
期
す
た
め
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
軽
減
税
率
を
二
年
延
長
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
本

則
税
率
と
す
る
措
置
等
は
、
経
済
金
融
情
勢
が
急
変
し
な
い
限
り
、
平
成
二
十
六
年
一
月
か
ら
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

八
に
つ
い
て

「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
決
定
）
は
、

社
会
保
障
の
安
定
・
強
化
の
た
め
の
制
度
改
革
、
そ
の
必
要
財
源
の
安
定
的
確
保
と
財
政
健
全
化
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と

四



を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
改
革
を
進
め
、
国
民
が
未
来
に
対
し
希
望
を
持
て
る
社
会
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
家
計
の
金

融
資
産
が
広
く
循
環
す
る
経
済
構
造
を
実
現
し
て
ま
い
り
た
い
。

五


